
資料４

災害支援ナース
（災害・感染症医療業務従事者）について



出典）厚生労働省資料



災害支援ナース（災害・新興感染症対応）を「災害・感染症医療業務従事者」
として位置づけ、都道府県・医療機関間の協定に基づく業務と位置付けるこ
とにより、災害支援ナースに係る業務を「医療機関における業務」として、安

定的かつ安心して実施できる環境を整備。

 災害救助法・改正感染症法の規程に基づき、応援派遣に係る費用を公的に負担
（都道府県・国庫）

 都道府県知事からの求めに応じて、厚労大臣から委託を受けた者は「災害・感染
症医療業務従事者」のリストを都道府県知事に対して提供

 都道府県知事と医療機関の間で、「災害・感染症医療業務従事者」の他の医療機
関等への派遣応援（県内・県外）を含めた協定を締結

 厚労大臣から委託を受けた者が実施する研修の修了者等の厚労省令で定める
基準を満たした医療従事者を「災害・感染症医療業務従事者」として登録

改正医療法・改正感染症法により法定化する内容（Ｒ６．４．１～）




